
 

令和７年１０月 

稲沢市久納奨学基金による奨学金制度のお知らせ 

 

本市では、稲沢商工会議所終身名誉会頭久納昇辰氏からの寄付を基に「稲沢市

久納奨学基金」を設置し、この基金を利用して平成３０年度から新たに奨学金制

度を始めています。 

この奨学金は、勉学の意欲があり、修学のための経済的支援が必要と認められ

る方で、今年度市内の中学校を卒業し、令和８年度に高等学校等に入学する方を

対象に支給するもので、返済の必要はありません。 

令和８年度の奨学生の募集内容は以下のとおりです。 

 

１ 募集人数  ２０人以内 

２ 奨学金の額 １人月額１０，０００円 

３ 支給期間  正規の修業期間中とする。ただし、３年間を限度とする。 

４ 応募資格  次の項目すべてに該当すること。 

⑴ 市内に住所を有すること。 

⑵ 勉学意欲があり、かつ、品行方正であること。 

⑶ 経済的理由により修学が困難であること。 

⑷ 令和７年度（令和８年３月）に本市立中学校を卒業し、令和８年度に高等

学校等就学支援金の支給対象となる高等学校等に入学する方で、出身中学校

長の推薦があったかた 

５ 応募方法 奨学生に応募される方は、所定の書類を教育委員会が指定する

期日までに提出してください。 

６ 選考基準 成績は中学校３年間の平均が５段階評価で３．０以上、家庭の所

得状況が基準を満たすこと。 

７ 審  査 提出された書類を基に、①人物、②成績、③家庭の所得状況につ

いて審査し、教育委員会で決定します。 

８ そ の 他 詳細は、市のホームページ又は各中学校に配布の募集要項を御

覧ください。 

 

問合せ先 稲沢市教育委員会 学校教育課 

       電話 ０５８７－３２－１４３６（ダイヤルイン） 


